
短時間勤務職員の週休日、勤務時間等の割振り等に関する要綱 

（平成１８年３月３１日１７川水総職第８５５号） 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、川崎市上下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に

関する規程（平成１８年水道局規程第１０号。以下「規程」という。）第３

条第３項の規定に基づき、短時間勤務職員の週休日、勤務時間等の割振り等

に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（週休日及び勤務時間等の割振り） 

第２条 短時間勤務職員の週休日及び勤務時間等の割振りは、別表に定めると

おりとする。 

（週休日等の明示） 

第３条 所属長は、短時間勤務職員の任用に際し、週休日及び勤務時間等の割

振りを当該職員に明示しなければならない。 

（その他の事項） 

第４条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、上下水道事業管理者が別

に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

（再任用短時間勤務職員の週休日及び勤務時間等に関する要綱の廃止） 

２ 再任用短時間勤務職員の週休日及び勤務時間等に関する要綱（平成１４年

３月２９日１３川水総職第７８５号）は、廃止する。 

附 則（平成１９年３月３０日１８川水総職第１０１１号） 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年３月３１日２１川水総総第２０４１号） 



この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年３月３１日２３川水総庶第１４４６号） 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年２月６日３１川水総庶第１０８５号） 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 



別表（第２条関係） 

１週間の勤務時

間（勤務時間を 

割り振る者） 

勤務時間等の割振り 

週休日 

勤務時間 休憩時間 

２９時間 

（所属長） 

１ 週４日勤務 

（１）８：３０ 

 ～１６：４５ 

（２）８：４５ 

 ～１７：００ 

（３）９：００ 

 ～１７：１５ 

１ 週４日勤務 

  １２：００ 

 ～１３：００ 

１ 日曜日及び土曜日

並びに月曜日から金

曜日までの間におい

て所属長が定める１

日 

２ 週５日勤務 

（１）８：３０ 

 ～１５：１５ 

（２）９：００ 

 ～１５：４５ 

（３）９：１５ 

～１６：００ 

２ 週５日勤務 

  １２：００ 

 ～１３：００ 

２ 日曜日及び土曜日 



 


